第２号様式（第４条関係）

[bookmark: _GoBack]知多市移住支援交付金の交付申請に関する誓約事項

※確認した誓約事項のチェック欄にレ点を付けてください。
	誓約事項
	チェック欄

	１　知多市移住支援事業に関する報告及び立入調査について、愛知県及び知多市から求められた場合には、それに応じます。
	□

	２　以下の事項のすべてに該当します。
	□

	（１）知多市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない。
	□

	（２）日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
	□

	（３）過去１０年以内に申請者を含む世帯員として交付金を受給していないこと。ただし、交付金を全額返還した場合や過去の申請時に１８歳未満の世帯員だったが、５年以上経過し、１８歳以上となった場合を除く。
	□

	３　以下の場合には、知多市首都圏人材確保支援事業交付金交付要綱に基づき、移住支援交付金の全額又は半額を返還します。
	□

	（１）虚偽の申請その他の不正な行為等により移住支援交付金の交付決定を受けたことが明らかになった場合：全額
	□

	（２）移住支援交付金の申請日から３年未満に知多市から転出した場合：全額
	□

	【就業の場合のみ】
（３）移住支援交付金の申請日から１年以内に移住支援交付金の交付要件を満たす職を辞した場合：全額
	□

	【関係人口の場合のみ】
（４）関係人口に関する要件を満たさなくなった場合：全額
	□

	【起業の場合のみ】
（５）あいちスタートアップ創業支援事業費補助金交付要綱に基づく「起業支援金」の交付決定を取り消された場合：全額
	□

	（６）市税を滞納した場合：全額
	□

	（７）移住支援交付金の申請日から３年以上５年以内に知多市から転出した場合：半額
	□



上記の事項について、これを遵守することを誓約します。
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